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要確認-5月中における企業の2022年度所得の検索

12月決算法人の確定申告期間となる5月において、税

務当局は国内営利事業者に対して 2022年度所得資

料の検索サービスを提供します。過去において、会社

が他社からの所得通知を知らず、所得の未計上又は

申告漏れの状況が発生していました。会社は、以下の

情報を参照の上、自社に関する他社からの所得通知

関連資料をオンラインで検索し、所得資料を監査を担

当する会計士事務所に提供することで、税務申告書

の作成を円滑に進めることができます。

12月決算以外の法人の場合においても、検索期間が

5月31日までに限定されている点に注意が必要です。

例えば、3月決算法人の申告期限は8月ですが、5月

末までに所得資料の検索を行う必要があります。

各社の経理担当者は、税務リスクを軽減するために

その期限に注意をして2022年度所得の検索を行うこと

をお勧めします。

国税局からの注意事項

各証憑の発行元が通知した各社に帰
属する証憑は、所得税申告時の参考
にのみ供するものであり、関連所得
は税法規定に基づき自社で原価及び
関連必要費用を控除しなければなら
ない。納税義務者にその他源泉所得
がある場合、法により申告しなけれ
ばならず、規定に基づく申告をして
いない又は過少申告や申告漏れがあ
る場合、一部の例外を除いて、所得
税法及び関連規定により処分される。
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根拠法令 所得税法第94条の1及び第102条の1

適用対象 国内営利事業者、機関、団体、業務執行事務所

所得期間 2022年度所得 検索期間 2023年4月28日から5月31日まで

資料範囲

税務当局へ通知した、各種所得源泉徴収及び源泉徴収免除票、配当所得の源泉徴収票、

課税猶予対象株式譲渡所得申告票、知的財産権による現物出資で取得した株式の譲渡

証明書又は期限満了時の株式未譲渡申告票、信託財産に係る各種所得証明書、信託財

産である課税猶予対象株式譲渡所得申告票

検索対象所得 受取利息、配当収入、業務執行所得、保険賠償金、補助金収入…等

検索ウェブ

サイト

財政部税務ウェブサイト： 営利事業者、機関、団体、業務執行事務所の2022年度所得資

料検索ページ (リンク)

検索方法

自社で

検索

個人事業主、

組合事業者

工商証憑 ICカード、自然人証憑又は「健保カードウェブサー

ビス登録」済の健康保険証

会社組織 工商証憑 ICカード

機関団体 組織及び団体の証憑(統一番号情報を残すこと)

業務執行事務
所

組織及び団体の証憑(統一番号情報を残すこと)

例外：2022年度に、休業、登記抹消、廃止、又は主務機関による登記抹消、及

び個人事業主の営利事業者の責任者に変更がある場合は適用されない。

検索を

委託

 2023年4月1日から5月31日まで、所得人は前述の要件を満たす電子証憑を

用いてオンライン授権を完了することができる。

 2023年4月28日から5月31日まで、代理人は前述の要件を満たす電子証憑

(自然人証憑及び健保カードを除く)を用いて所得人の所得資料を検索するこ

とが出来る。

https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/tax-info/111-year-income-data-area
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